
本院は，次のような厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている保険医療機関です。

〒７７０－８５０３  徳島市蔵本町２丁目５０番地の１
電話番号　  　０８８－６３１－３１１１（代表） 　一般病棟

（日勤・夜勤）入院患者７人に対して１人以上の看護職員と入院患者５０人に対して１人以上の看護補助者。　
ただし，看護職員が規定する数に相当する数以上のため夜勤を行うものは３人以上である。
　精神病棟
（日勤・夜勤）入院患者１0人に対して１人以上の看護職員と入院患者５０人に対して１人以上の看護補助者。　
ただし，看護職員が規定する数に相当する数以上のため夜勤を行うものは２人以上である。
　※各病棟毎の入院患者さんに対する看護要員数は各病棟フロアごとに掲示してあります。

本院においては，患者さんの負担による付添看護を行っていません。

本院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、
7 日以内に文書によりお渡ししております。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全
管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。

本院は，厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院
及び調整係数（平成２２年厚生労働省告示第９８号）別表に掲げる病院です。

基礎係数（大学病院本院群）
激変緩和係数
救急補正係数
機能評価係数Ⅰ

（内訳） 特定機能病院入院基本料（７：１）
診療録管理体制加算１
医療安全対策加算１
検体検査管理加算Ⅳ
国際標準検査管理加算
感染対策向上加算１
感染対策向上加算（注２　指導強化加算）
感染対策向上加算（注３　微生物学的検査体制加算）
データ提出加算2  イ 200床以上の病院
25対1急性期看護補助体制加算
急性期看護補助体制加算(注2のハ夜間100対1急性期看護補助体制加算
急性期看護補助体制加算(注3夜間看護体制加算）
病棟薬剤業務実施加算
医師事務作業補助体制加算1(25対1)
看護職員夜間配置加算(1のイ 看護職員夜間12対1配置加算1)
地域医療体制確保加算１
電子的診療情報連携体制整備加算１
医療安全対策地域連携加算１
地域支援・衣料品供給対応体制加算１

機能評価係数Ⅱ
　  （内訳） 効率性係数

複雑性係数
カバー率係数
地域医療係数

　医療機関別係数　（合計）

　

　

1.7504
0.03958

0.01391
0.0920
0.0024

0.0198
0.0044

0.01866
0.19850

0.0016

0.0212
0.0073
0.0170

0.0264
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本院は，次のような厚生労働大臣が定める基準による看護を行っている保険医療機関です。

一般病棟

（日勤・夜勤）入院患者７人に対して１人以上の看護職員と入院患者５０人に対して１人以上の看護補助者。

ただし，看護職員が規定する数に相当する数以上のため夜勤を行うものは３人以上である。

精神病棟

（日勤・夜勤）入院患者１0人に対して１人以上の看護職員と入院患者５０人に対して１人以上の看護補助者。

ただし，看護職員が規定する数に相当する数以上のため夜勤を行うものは２人以上である。

※各病棟毎の入院患者さんに対する看護要員数は各病棟フロアごとに掲示してあります。

本院においては，患者さんの負担による付添看護を行っていません。

入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理

体制について
本院では、入院の際に医師をはじめとする関係職員が共同して、患者さんに関する診療計画を策定し、7 日以内

に文書によりお渡ししております。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対

策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束最小化及び継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医

療機関の基準を満たしております。

入院診療費の計算方法（包括評価）について

４．「個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書」

の発行について

● 入院時食事療養（Ⅰ）
本院は，特別管理給食について入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており，管理栄養士によって管理された

給食を適時（夕食については午後６時以降）、適温で提供します。

また，食事を選択できる選択メニューを実施していますが，１食につき１８０円が患者さんの自己負担となり

ます。

● 保険外併用療養費
同じ症状による通算の入院期間が１８０日を超えた日より、入院1日につき３,００３円が患者さんの自己負担

となります。

ただし、厚生労働大臣が定める場合等を除きます。

● 基本診療料の施設基準について
別掲の「施設基準の届出内容」を参照

平成１５年７月１日から入院診療費の計算方法が、診療行為ごとに料金を計算する「出来高」方式から、

病状や診療内容に応じて、あらかじめ定められた１日当たりの料金を基に計算する「包括評価」方式に

変わりました。

これは、入院中の患者さんの病状や診療内容に応じた良質な医療を効率的に提供するために、厚生

労働省が導入する「急性期入院医療に係る診断群分類別包括評価（ＤＰＣ制度）」の対象病院に本院が

指定されているためです。

〇包括評価による計算方法の対象となる傷病名は、厚生労働省があらかじめ調査して包括評価の対象

と決定したものだけです。傷病名が包括評価対象でない場合は、今までの出来高の計算方法となります。

どちらの計算方法になるかは主治医が判断し、患者さんにご説明いたします。

〇入院診療費の支払い方法は、月毎にお支払いしていただくことは変わりありませんが、ふた月以上に

またがる入院の場合に、入院後の経過や手術などの治療内容によっては、前月分の入院診療費が変動

することがあり、変動が生じた場合は退院時に差額の調整を行うことになります。

〇包括評価による計算方法に変わっても、今までどおり高額療養費制度の対象となります。詳しくは患

者さんの加入している保険者にご相談ください。

３．四国厚生支局長への届出事項に関する事項

２．入院医療の包括評価(DPC対象病院)について

【厚生労働大臣が定める掲示事項】

１．入院基本料について

本院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、平成２６年２月２４

日より領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致し

ました。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成３０年４月１日より、

個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。なお、明細書には、使

用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の

方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会

計窓口にてその旨お申し出ください。
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